
栃木県青少年育成県民会議表彰要綱 

 

 １ 趣 旨 

この要綱は、栃木県青少年育成県民会議が明日の栃木県を担う青少年の健全育成を促進す

るため、「とちぎの子ども育成憲章」の理念に沿った活動をもって、青少年の育成に功績の

あった個人、団体、企業（事業所）及び社会貢献青少年、優良青少年団体の表彰に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

２ 表彰の対象・基準 

原則として県内に居住又は所在し、現在も継続して活動しており、過去に本表彰及び県知

事表彰以上の上位表彰（以下「本表彰等」と略す）を受賞していない個人、団体又は企業

（事業所）とする。但し、次の（２）及び（４）については、本表彰等を受賞後 10年以上経

過している団体も対象とする。 

（１） 子ども育成・憲章功労者 

とちぎの子ども育成憲章に関する活動に５年以上にわたって継続して取り組み、成果を

あげている者 

（２） 子ども育成・憲章功労団体 

とちぎの子ども育成憲章に関する活動に５年以上にわたって継続して取り組み、成果を

あげている団体又は企業（事業所） 

（３） 社会貢献青少年（おおむね 30歳未満の者） 

社会福祉、生活環境改善、青少年グループの育成指導、文化・スポーツ、地域や職場の 

    連帯づくり等の広域的な活動に、５年以上にわたって継続して取り組み、他の模範であり 

今後の活躍が期待される者 

（４） 優良青少年団体 

主として 30歳未満の青少年が構成する団体・グループであって、社会福祉、生活環境

改善、文化・スポーツ、地域や職場の連帯づくり等の広域的な活動に、原則 5年以上にわ

たって継続して取り組み、他の模範であり今後の活躍が期待される団体等 

 

 ３ 推薦の方法 

（１） 栃木県青少年育成県民会議理事長（以下「理事長」という）は、市町長又は県幹事課及

び県警察本部関係課、他に理事長が認めた団体に、表彰候補者の推薦を求めるものとする。 

（２） 理事長は、必要と認めるときは、表彰候補者を推薦することができる。 

（３） 子ども育成・憲章功労団体については、企業（事業所）は自ら推薦することができる。 

（４） 各部門の推薦は、個人については別紙様式１もしくは３、団体については別紙様式２も

しくは４、企業（事業所）については別紙様式５により行うものとする。 

（５） 推薦にあたってそれぞれ２件以上推薦する場合は、必ず推薦順位を付するものとする。 

 

４ 表彰者の決定 

理事長は、選考委員会を設けて被表彰者を選考し決定する。 

 



５ 表彰の方法 

（１） 毎年１回、別に定める時期に表彰式を行い、表彰状を贈る。 

（２） 子ども育成・憲章功労者、子ども育成・憲章功労団体は栃木県青少年育成県民会議会長

が、社会貢献青少年、優良青少年団体は栃木県青少年育成県民会議理事長が表彰する。 

 

６ そ の 他 

この要綱に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。 
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